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電子取引データ  

  請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電子データを送付・受領した場合
には、その電子データを一定の要件を満たした形で保存することが必要です。 

  申告所得税・法人税に関して帳簿書類の保存義務がある全ての方にご対応いただ
く必要があります。 

 紙でやりとりしていた場合に保存が必要な情報が含まれる電子データ 
（例）請求書、領収書、契約書、見積書など 

※受け取った場合だけでなく、送った場合についても保存が必要です。 
※例えば、電子メールの本文・添付ファイルで請求書に相当する情報をやりと
りした場合や、WEB上でおこなった備品等の購入に関する領収書に相当する
情報がサイト上でのみ表示される場合には、それぞれの電子データを保存す
る必要があります（PDFやスクリーンショットによる保存も可）。 

保存すべき電子データは︖ 

どのように保存する必要があるのか︖ 
 改ざん防止のための措置をとる 
「タイムスタンプ付与」や「履歴が残るシステムでの授受・保存」といった方法
以外にも「改ざん防止のための事務処理規程を定めて守る」でも構いません。 

 「日付・金額・取引先」で検索できるようにする 
専用システムを導入していなくても、①索引簿を作成する方法や、②規則的な
ファイル名を設定する方法でも対応が可能です（詳しくは裏面をチェック）。 
※２年（期）前の売上が 1,000万円以下であって、税務調査の際にデータのダ
ウンロードの求め（税務職員への提示等）に対応できる場合には、検索機能
の確保は不要です。 

 ディスプレイ・プリンタ等を備え付ける 

【令和４年１月以降用】 

  令和５年 12 月 31 日までに行う電子取引については、保存すべき電子データを
プリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれ
ば差し支えありません（事前申請等は不要）。 

  令和６年１月からは保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのた
めに必要な準備をお願いします。 

（令和３年 12月改訂） 
 

令和３年 11月 
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改ざん防止のための措置について 

以下のいずれかの⽅法でも、検索機能を確保していることとなります。 

検索機能を確保する簡易な⽅法について  

市販のソフトウェア等を使⽤する⽅への参考情報  

 システム費⽤等をかけずに導⼊できる“改ざん防止のための事務処理
規程”については、国税庁ＨＰでサンプルを公表しています。 
※Word ファイルで公表していますので、ひな形として 

ご活⽤いただけます。 

  規則的なファイル名を付す⽅法 
データのファイル名に規則性をもって「日付・⾦額・取
引先」を⼊⼒し、特定のフォルダに集約しておくことで、
フォルダの検索機能が活⽤できるようにする方法です。 

  表計算ソフト等で索引簿を作成する⽅法 
表計算ソフト等で索引簿を作成しておくことで、表計算
ソフト等の機能を使って検索する方法です。 

（例）2021 年 1 月 31 日 ㈱霞商店からの 110,000 円の請求書なら「20210131_110000_㈱霞商店」 

連番 日付 金額 取引先 備考
1 20210131 110000 ㈱霞商店 請求書
2 20210210 330000 国税工務店㈱ 注文書
3 20210228 330000 国税工務店㈱ 領収書

…

49 20211217 220000 ㈱霞商店 請求書
50 20211227 55000 国税工務店㈱ 領収書

〔イメージ〕 

〔イメージ〕 

  要件を満たしたソフトウェア等か確認するための認証制度があります。 
市販のソフトウェア等で機能要件を満たすと認証を受けた製品には、公益社団
法人日本⽂書情報マネジメント協会（ＪＩＩＭＡ）の認証マークが付されてい
ます。また、独自開発されるシステムを対象に税務署又は国税局に事前相談窓
口も設けています。 

電子帳簿保存法の取扱通達や Q＆A については、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】
に掲載されています。詳しくは、 国税庁 電子帳簿保存法  で 検索 

※ 税務調査の際に、税務職員からデータのダウンロードの求めがあった場合には、上記のデータについ
て提出してください。 

（令和３年 12 月改訂） 
 

令和３年 11 月 

https://www.nta.go.jp


「電子帳簿保存法取扱通達解説（趣旨説明）」（抄） 

 
（宥恕措置における「やむを得ない事情」の意義） 

７－10 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特

例に関する法律施行規則の一部を改正する省令（令和３年財務省令第 25 号）

附則第２条第３項（（経過措置））の規定により読み替えて適用される規則

第４条第３項（（電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に関する宥恕

措置））に規定する「やむを得ない事情」とは、電子取引の取引情報に係る

電磁的記録の保存に係るシステム等や社内でのワークフローの整備未済

等、保存要件に従って電磁的記録の保存を行うための準備を整えることが

困難であることをいう。 

【解 説】 

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関す

る法律施行規則の一部を改正する省令（令和３年財務省令第 25 号）附則第２条

第３項（（経過措置））の規定により読み替えて適用される規則第４条第３項（（電

子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に関する宥恕措置））の規定の適用に

当たっては、この宥恕措置が、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存要件

への対応が困難な事業者の実情に配意し、令和４年１月１日から令和５年 12 月

31 日までと期間を区切って引き続きその電磁的記録を出力することにより作成

した書面等による保存を可能とする経過措置として設けられたものであること

に鑑みて、その適用を広く認めることとしている。 

したがって、例えば、その電磁的記録の保存に係るシステム等や社内のワーク

フローの整備が間に合わない等といった、自己の責めに帰さないとは言い難い

ような事情も含め、要件に従って電磁的記録の保存を行うための準備を整える

ことが困難な事情がある場合については、この宥恕措置における「やむを得ない

事情」があると認められることに留意する。 

  



（宥恕措置適用時の取扱い） 

７－11 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特

例に関する法律施行規則の一部を改正する省令（令和３年財務省令第 25 号）

附則第２条第３項（（経過措置））の規定により読み替えて適用される規則

第４条第３項（（電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に関する宥恕

措置））の規定の適用に当たって、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の

保存を要件に従って行うことができなかったことについてやむを得ない事

情があると認められ、かつ、その電磁的記録を出力することにより作成した

書面（整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。）の提示又

は提出の要求に応じることができる場合には、その出力書面等の保存をも

ってその電磁的記録の保存を行っているものとして取り扱って差し支えな

い。 

【解 説】 

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関す

る法律施行規則の一部を改正する省令（令和３年財務省令第 25 号）附則第２条

第３項（（経過措置））の規定により読み替えて適用される規則第４条第３項（（電

子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に関する宥恕措置））の規定について

は、令和４年度税制改正の大綱（令和３年 12 月 24 日閣議決定）において、「当

該電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、引き続き保

存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続を要せずその出力書面等による

保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとする。」とされている。

本通達では、こうした点を踏まえ、令和４年１月１日から令和５年 12 月 31 日

までの間に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録について、税務調査等の

際に、その電磁的記録を出力することにより作成した書面（以下「出力書面」と

いう。）の提示又は提出の要求に応じることができるようにしているときは、そ

の出力書面の保存をもってその電磁的記録の保存をしているものとして取り扱

って差し支えないこととし、もって、適法に保存義務を果たしていることとなる

ことを明らかにしている。 

（注） 令和３年度税制改正前に可能とされていた電子取引の取引情報に係る

電磁的記録を出力した COM の保存をしている場合には、上記の出力書面

に代えて、その COM の提示又は提出の要求に応じることができるように

しているときは、その COM が従前の要件に従って保存されている限りに

おいて、その保存をもってその電磁的記録の保存をしているものとして

取り扱って差し支えないこととする。 

  



「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」（抄） 

 

問41－２ 当面、電子取引の取引情報に係る電子データ保存への対応が間に合いませんが、

どのような対応をすればいいでしょうか。 

【回答】  
 令和４年度税制改正で経過措置として整備された宥恕措置を踏まえ、令和５年 12月 31

日までに行う電子取引については、保存すべき電子データを書面に出力して保存し、税務

調査等の際に提示又は提出ができるようにしておいていただければ差し支えありません。 

 なお、令和６年１月１日以後に行う電子取引の取引情報については要件に従った電

子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いします。 

【解説】 
 令和３年度税制改正で、従前認められていた、電子取引の取引情報に係る電子データを

出力することにより作成した書面等の保存をもって、その電子データの保存に代えるこ

とができる措置（電子データの出力書面等による保存措置）が廃止されましたが、令和４

年度税制改正においては、その電子データの保存要件への対応が困難な事業者の実情に

配意し、引き続きその出力書面等による保存を可能とするための措置が講じられていま

す。 
具体的には、電子取引の取引情報に係る電子データの保存に関する当面の宥恕措置と

して、令和４年１月１日から令和５年 12 月 31 日までの間に申告所得税及び法人税に係

る保存義務者が行う電子取引につき、その電子取引の取引情報に係る電子データを保存

要件に従って保存をすることができなかったことについて、納税地等の所轄税務署長が

やむを得ない事情があると認め、かつ、その保存義務者が税務調査等の際にその電子デー

タの出力書面（整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。）の提示又は提

出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、そ

の電子データの保存をすることができることとする経過措置が講じられたものです。 
（参考） 
この宥恕措置の適用にあたっては、保存要件に従って保存をすることができなかっ

たことに関するやむを得ない事情を確認させていただく場合もありますが、仮に税務

調査等の際に、税務職員から確認等があった場合には、各事業者における対応状況や今

後の見通しなどを、具体的でなくても結構ですので適宜お知らせいただければ差し支

えありません。 

 

 

問 41－３ 電子データを授受した場合であっても、令和５年 12 月 31 日までの間は、やむを

得ない事情があれば、出力することにより作成した書面による保存が認められるの

でしょうか。 

【回答】 



令和４年１月 1 日から令和５年 12 月 31 日までの間に電子取引を行う場合には、授受

した電子データについて要件に従って保存をすることができないことについて、納税地

等の所轄税務署長がやむを得ない事情があると認め、かつ、保存義務者が税務調査等の際

に、税務職員からの求めに応じ、その電子データを整然とした形式及び明瞭な状態で出力

した書面の提示又は提出をすることができる場合には、その保存要件にかかわらず電子

データの保存が可能となり、また、その電子データの保存に代えてその電子データを出力

することにより作成した書面による保存をすることも認められます。 

なお、上記の取扱いを受けるに当たり税務署への事前申請等の手続は必要ありません。 

【解説】 

電子データの保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、引き続きその出力書

面等による保存を可能とするよう、令和４年１月 1 日から令和５年 12 月 31 日までの間

に行う電子取引については、保存に係るシステム等や社内のワークフローの整備が間に

合わない等のように、その電子取引の取引情報に係る電子データを保存要件に従って保

存することができなかったことについて、納税地等の所轄税務署長がやむを得ない事情

があると認め、かつ、保存義務者が税務調査等の際に、その電子データの出力書面等（整

然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限ります。）の提示又は提出の求めに応

じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず電子データの保

存が可能となり、また、その電子データの保存に代えてその電子データを出力することに

より作成した書面等による保存をすることも認められます。 

この取扱いは令和５年 12 月 31 日までと期間を区切って認められているものであるこ

とから、事業者の皆様におかれては、令和６年１月 1 日以後に行う電子取引の取引情報に

ついては保存要件に従ってその電磁的記録の保存ができるよう必要な準備をお願いしま

す。 

（参考１） 

 上記の「やむを得ない事情」には、その時点までに要件に従って電磁的記録の保存を行

うための準備を整えることが困難な事情等が該当します（取扱通達７－10）。 

（参考２） 

 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律

施行規則の一部を改正する省令（令和３年財務省令第25号）附則第２条第３項（（経過

措置））の規定により読み替えて適用される規則第４条第３項ただし書（（電子取引の取

引情報に係る電磁的記録の保存に関する宥恕措置））では、この宥恕措置における「や

むを得ない事情」が生じなかった場合において、保存要件に従って電子データの保存を

することができなかったと認められるときは、この限りではないとされています。この

規定が適用される場面としては、例えば、令和６年１月１日以後に行う電子取引の取引

情報についても保存要件に従って電子データの保存を行わないことを明らかにしてい

る場合等が該当します。 



 

 

問41－４ やむを得ない事情が認められ、かつ、整然とした形式及び明瞭な状態で出力さ

れた書面の提示又は提出の求めに応じることができれば、電子データによる保存

をしていなくても要件違反にならないとのことですが、「整然とした形式及び明

瞭な状態で出力された書面」とはどのようなものでしょうか。また、「保存義務者

が国税に関する法律の規定による当該電磁的記録を出力することにより作成した

書面…の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている」とあります

が、具体的にはどのような対応が求められるのでしょうか。 

【回答】 

規則第２条第２項第２号において、電磁的記録の画面及び書面への出力は「整然とした

形式及び明瞭な状態で、速やかに出力することができる」必要があると規定されており、

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行

規則の一部を改正する省令（令和３年財務省令第 25 号）附則第２条第３項（（経過措置））

の規定により読み替えて適用される規則第４条第３項（（電子取引の取引情報に係る電磁

的記録の保存に関する宥恕措置））の規定による宥恕措置における「整然とした形式及び

明瞭な状態で出力された書面」についても、同号における「整然とした形式及び明瞭な状

態」と同様に、書面により作成された場合に準じた規則性を有する形式で出力され、かつ、

出力された文字を容易に識別することができる状態をいいます。 

また、「保存義務者が国税に関する法律の規定による当該電磁的記録を出力すること

により作成した書面…の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている」

については、税務調査等の際に、税務職員の求めに応じ、その電子データを出力するこ

とにより作成した書面の提示又は提出をしていただく必要があります。 

【解説】 

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施

行規則の一部を改正する省令（令和３年財務省令第 25 号）附則第２条第３項（（経過措

置））の規定により読み替えて適用される規則第４条第３項（（電子取引の取引情報に係る

電磁的記録の保存に関する宥恕措置））に規定する、「整然とした形式及び明瞭な状態」と

は、書面により作成される場合に準じた規則性を有する形式で出力され、かつ、出力され

る文字を容易に識別することができる状態をいいます。 

また、「保存義務者が国税に関する法律の規定による当該電磁的記録を出力することに

より作成した書面…の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている」につ

いては、税務調査等の際に、税務職員の求めに応じ、その電磁的記録（電子データ）を出

力することにより作成した書面の提示又は提出に応じていただく必要があります。 

 なお、令和３年度税制改正前（令和４年１月１日前）においては、電子取引の取引情

報に係る電子データを出力することにより作成した書面については、その取引情報の



受領が書面により行われたとした場合又はその取引情報の送付が書面により行われ、

その写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、その書面を保存

すべきこととなる場所に、その書面を保存すべきこととなる期間、保存を行うこととさ

れていました。令和４年度税制改正で整備された宥恕措置により、税務調査等の際に、

税務職員の求めに応じて提示又は提出をしていただく必要がある書面についても、令

和３年度税制改正前の取扱いや、その提示又は提出を遅滞なく行っていただく必要が

あることを踏まえると、税務調査等が行われうる期間、適正な場所で保存を行っていた

だく必要があります。 

 

 

問41－５ やむを得ない事情が認められ、かつ、出力することにより作成した書面の提示

又は提出に応じることができれば、電子データによる保存をしていなくても要件

違反にならないとのことですが、事前に税務署への申請等をすることは必要でし

ょうか。 

【回答】 

やむを得ない事情の有無や出力された書面については、必要に応じて税務調査等の

際に確認することとしており、事前に税務署への申請等をすることは必要ありません。 

 

 

問42 電子取引の取引情報に係る電磁的記録について保存要件を満たして保存できないた

め、全て書面等に出力して保存していますが、これでは保存義務を果たしていることに

はならないため青色申告の承認が取り消されてしまうのでしょうか。また、その電磁的

記録や書面等は税務調査においてどのように取り扱われるのでしょうか。 

【回答】 

令和４年１月1日から令和５年12月31日までの間に電子取引を行う場合には、授受し

た電子データについて要件に従って保存をすることができないことについて、納税地

等の所轄税務署長がやむを得ない事情があると認め、かつ、保存義務者が税務調査等の

際に、税務職員からの求めに応じ、その電子データを整然とした形式及び明瞭な状態で

出力した書面の提示又は提出をすることができる場合には、その保存要件にかかわら

ず電子データの保存が可能となり、また、その電子データの保存に代えてその電子デー

タを出力することにより作成した書面による保存をすることも認められます（【問41－

３】参照。）。 

令和６年１月１日以後に行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、そ

の電磁的記録を出力した書面等による保存をもって、当該電磁的記録の保存に代える

ことはできません。したがって、災害等による事情がなく、その電磁的記録が保存要件

に従って保存されていない場合は、青色申告の承認の取消対象となり得ます。 



なお、青色申告の承認の取消しについては、違反の程度等を総合勘案の上、真に青色

申告書を提出するにふさわしくないと認められるかどうか等を検討した上、その適用

を判断しています。 

また、その電磁的記録を要件に従って保存していない場合やその電磁的記録を出力

した書面等を保存している場合については、その電磁的記録や書面等は、国税関係書類

以外の書類とみなされません。 
ただし、その申告内容の適正性については、税務調査において、納税者からの追加的

な説明や資料提出、取引先の情報等を総合勘案して確認することとなります。 

【解説】 

電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、法第７条の規定により保存義務

が課されていることから、その電磁的記録を保存する必要があります。そして、電子取

引の取引情報に係る電磁的記録について要件を満たさず保存している場合や、その電

磁的記録の保存に代えて書面出力を行っていた場合(※)には、保存すべき電磁的記録

の保存がなかったものとして、青色申告の承認の取消の対象となり得ますので注意し

てください。 

※ 令和３年度の税制改正前の電子取引の取引情報に係る電磁的記録を書面等に出力

することにより保存を認める取扱いは廃止されています。 

なお、青色申告の承認の取消しについては、「個人の青色申告の承認の取消しについ

て（事務運営指針）」「法人の青色申告の承認の取消しについて（事務運営指針）」に

基づき、真に青色申告書を提出するにふさわしくないと認められるかどうか等を検討

した上で行うこととしています。 

また、電磁的記録を要件に従って保存していない場合やその電磁的記録を出力した

書面を保存している場合において、その要件に従って保存がされていない電磁的記録

や出力した書面等については、他者から受領した電子データとの同一性が担保されな

いことから国税関係書類以外の書類とみなされません。 
ただし、その申告内容の適正性については、税務調査において納税者からの追加的な

説明や資料提出、取引先の情報等を総合勘案して確認することとなります。 
なお、消費税に係る保存義務者が行う電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存

については、その保存の有無が税額計算に影響を及ぼすことなどを勘案して、改正後も

引き続き、その電磁的記録を出力した書面による保存が可能とされています。 

 

 


